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日本統治下の台湾における法文上から見たる妾の法的位置づけ

日
本
統
治
下
の
台
湾
に
お
け
る
法
文
上
か
ら
見
た
る
妾
の
法
的

位
置
づ
け

西　
　

田　
　

真　
　

之

は
じ
め
に

一　

日
本
統
治
下
の
台
湾
に
お
け
る
特
殊
な
法
領
域

二　

刑
法
上
の
法
文
か
ら
見
る
妾
の
位
置
づ
け

三　

民
法
上
の
法
文
か
ら
見
る
妾
の
位
置
づ
け

む
す
び
に
か
え
ては

じ
め
に

（
一
）
問
題
意
識

　

本
稿
は
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
当
時
の
台
湾
に
お
い
て
編
ま
れ
た
法

案
の
規
定
か
ら
見
た
妾
の
取
り
扱
わ
れ
方
の
概
況
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
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筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
妾
の
法
的
諸
問
題
に
つ
き
研
究
を
進
め
て
き
た
。
特
に
、
広
義
の
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
独
立
国
と
し
て
の
立
場
を
保
持
し
な
が
ら
近
代
法
継
受
を
行
っ
た
日
本
・
中
国
・
タ
イ
を
対
象
に
、
各
国
で
の
妾
を
め
ぐ
る
法

的
諸
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代
法
典
の
編
纂
過
程
で
一
夫
一
婦
制
を
建
前
と
す
る
法
文
を
設
け
つ
つ
も
、
実
際
の
と
こ

ろ
法
文
の
解
釈
や
判
例
で
の
扱
わ
れ
方
を
見
る
と
、
夫
が
正
式
に
娶
っ
た
妻
以
外
に
、
正
式
な
婚
姻
儀
式
や
手
続
き
を
経
ず
し
て
双

方
の
許
諾
や
同
意
の
下
で
性
行
為
及
び
扶
養
関
係
を
有
す
る
女
性
を
妾
と
し
て
有
す
る
こ
と
を
消
極
的
な
が
ら
も
暗
に
容
認
す
る
体

制
、
即
ち
一
夫
一
婦
容
妾
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
植
民
地
支
配
を
受
け
た
地
域
で
は
宗
主
国
の
法
体
制
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
が
、
特
に
家
族
や
親
族
に
関
す
る

法
分
野
は
現
地
の
慣
習
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
台
湾
・
朝
鮮
半
島
・
満
洲
で
は
法
体
制
の
整
備
を
進
め
な
が
ら
も
、
妾
を
め
ぐ

る
法
的
諸
問
題
に
つ
い
て
も
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
っ
た
模
様
で
あ
る
。
そ
う
し
た
筆
者
の
問
題
意
識
か
ら
、
日
本
や
中
国
の
法
文
と

比
較
し
つ
つ
、
特
殊
な
法
領
域
と
し
て
日
本
の
統
治
下
に
お
か
れ
た
満
洲
で
の
妾
を
め
ぐ
る
立
法
状
況
を
整
理
し
な
が
ら
検
討
を
進

め
た
が（

（
（

、
本
稿
で
は
日
本
統
治
下
で
の
台
湾
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
法
的
側
面
か
ら
台
湾
に
お
け
る
妾
に
着
目
し
た
先
行
研
究
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
先
行
研
究
で
は
、
日

本
統
治
下
の
台
湾
で
は
法
院
の
立
場
と
し
て
妾
を
一
貫
し
て
容
認
し
、
妾
に
法
的
保
護
を
与
え
て
い
た
も
の
の
、
旧
慣
で
は
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
妾
側
か
ら
の
夫
に
対
す
る
離
縁
請
求
を
次
第
に
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
一
方
で
、
明
治
四
〇
年

代
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
編
ま
れ
た
法
案
等
で
は
「
妾
」
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
当
初
は
妾
を
積
極
的
に
保
護
す
る
こ
と

が
企
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
節
が
窺
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
を
受
け
た
地
域
で
の
総
合
的
な
比
較
検
討
を
将
来
的
に
行
う
こ
と
を
視
野
に
、
ま
ず
は

法
文
の
上
で
台
湾
に
お
け
る
妾
の
取
り
扱
い
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
尚
、
本
稿
で
扱
う
妾
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
に
は
、
刑
法
上
の

視
点
と
し
て
親
族
の
範
囲
や
、
姦
通
罪
或
い
は
重
婚
罪
の
成
立
可
否
の
点
が
、
民
法
上
の
視
点
と
し
て
は
親
族
相
続
令
草
案
で
の
妾
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の
保
護
規
定
や
夫
婦
間
の
離
婚
事
由
に
関
す
る
点
が
含
ま
れ
る
。

（
二
）
資
料
及
び
用
語

　

本
稿
に
て
用
い
た
資
料
を
説
明
し
て
お
く
。
ま
ず
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
で
制
定
さ
れ
た
律
令
や
勅
令
に
関
し
て
は
、
内
閣
記
録

課
『
台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
其
ノ
沿
革
竝
現
行
律
令
』（
出
版
社
不
明
、
一
九
一
五
年
）
及
び
外
務
省
条
約
局
法
規

課
『
台
湾
の
委
任
立
法
制
度
（「
外
地
法
制
誌
」
第
三
部
の
一
）』（
出
版
社
不
明
、
一
九
五
九
年
）
に
依
拠
し
た
。
台
湾
に
て
旧
慣
調
査

や
旧
慣
に
基
づ
い
た
法
案
の
起
草
に
携
わ
っ
た
岡
松
参
太
郎
に
よ
る
文
書
資
料
は
、「
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵　

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
版　

岡
松
参
太
郎
文
書
」（
雄
松
堂
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
、
二
〇
〇
八
年
）
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
資

料
を
記
す
際
に
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
・
早
稲
田
大
学
東
ア
ジ
ア
法
研
究
所
編
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵　

岡
松
参
太
郎
文
書

目
録
』（
雄
松
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
に
基
づ
き
、
リ
ー
ル
番
号
と
資
料
番
号
を
用
い
て
記
す
。

　

ま
た
、
本
稿
で
用
い
る
用
語
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
と
す
る
。
植
民
地
支
配
が
始
ま
る
と
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
に
大

日
本
帝
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
際
に
日
本
の
領
土
の
範
囲
に
あ
っ
た
地
域
を
内
地
、
施
行
後
に
新
た
に
領
土
や
租
借
地
、
委
任
統
治

地
域
と
し
て
領
有
し
た
地
域
を
外
地
、
と
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

（
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
内
地
と
表
記
す
る
場
合
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法

制
定
時
に
日
本
の
領
土
に
あ
っ
た
範
囲
を
示
す
も
の
と
す
る
。
国
名
に
つ
き
、
当
時
の
文
献
で
は
中
国
を
「
支
那
」
と
記
し
て
い
る

も
の
が
あ
る
が
、
引
用
部
分
を
除
き
「
中
国
」
と
表
記
す
る
。

　

さ
ら
に
、
妾
の
家
庭
内
に
お
け
る
身
分
や
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
用
語
を
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
正
式
な

婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
男
性
を
夫
、
そ
の
配
偶
関
係
に
あ
る
女
性
を
妻
と
称
す
る
。
そ
し
て
、
夫
が
妻
以
外
に
別
の
女
性
と
同
意

の
上
で
性
行
為
及
び
扶
養
関
係
を
有
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
別
の
女
性
の
こ
と
を
妾
と
称
す
る
。
そ
の
際
、
当
時
の
台
湾
で
の
旧
慣

調
査
や
概
説
書
で
は
、
夫
と
妾
と
の
関
係
を
準
婚
姻
関
係
と
捉
え
て
「
夫
妾
婚
姻
」
と
称
し
、
ま
た
婚
姻
関
係
で
あ
る
以
上
は
そ
の
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関
係
を
解
消
す
る
に
際
し
て
「
離
婚
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る（

（
（

。
確
か
に
、
夫
と
妾
と

で
は
親
族
関
係
が
生
ず
る
間
柄
で
あ
り
、
当
時
の
戸
口
簿
調
査
で
も
「
妾
婚
姻
」
と
呼
称
し
て
い
た
も
の
の
、
妾
は
正
式
な
婚
姻
関

係
と
し
て
関
係
を
有
す
る
妻
と
は
異
な
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と（

（
（

、
妾
と
の
関
係
は
重
婚
罪
の
適
用
は
受
け
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た

「
妾
は
正
妻
に
準
す
る
者（

（
（

」
や
「
妾
は
配
偶
者
で
は
な
い
が
配
偶
者
に
準
ず
べ
き
も
の（

（
（

」
と
の
表
現
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（

（1
（

、

夫
と
妾
と
の
関
係
を
称
す
る
の
に
正
式
な
配
偶
者
と
の
間
で
用
い
る
「
婚
姻
」・「
離
婚
」
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
用

い
る
と
、
現
代
で
は
誤
解
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
引
用
部
分
を
除
き
、
夫
と
妾
と
の
関
係
で

は
「
婚
姻
」
及
び
「
離
婚
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
い
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
妾
の
家
庭
内
で
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、「
親
属
」
と
「
親
族
」
の
ど
ち
ら
で
表
記
す
る
の
か
、
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
刑
法
典
の
編
纂
の
初
期
の
頃
に
は
「
親
属
例
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
中
国
で
も
「
親
属
法
」
と
表
記

さ
れ
る
。
こ
の
「
親
属
」
の
名
称
が
「
親
族
」
と
同
種
の
用
語
で
あ
る
と
見
做
す
見
解
と
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解

が
あ
る
が（

（1
（

、
本
稿
で
は
こ
の
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
当
時
の
台
湾
を
め
ぐ
る
議
論
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
表
記
に
倣
っ

て
記
す
も
の
と
す
る
。一　

日
本
統
治
下
の
台
湾
に
お
け
る
特
殊
な
法
領
域

　

ま
ず
は
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
に
て
生
じ
た
特
殊
な
法
領
域
の
模
様
に
つ
き
概
観
す
る
。
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
年
）
に
調
印

さ
れ
た
下
関
条
約
に
よ
り
台
湾
は
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
が
、
そ
の
統
治
体
制
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
明
治
二
二

年
（
一
八
八
九
年
）
に
公
布
さ
れ
、
翌
年
に
施
行
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
制
定
さ
れ
た
当
時
の
「
日
本
」
の
領
域
に
効
力
が

及
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り（

（1
（

、
新
た
に
領
有
し
た
台
湾
に
そ
の
効
力
が
及
ぶ
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
た
め
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で
あ
る
。
台
湾
の
統
治
方
法
に
つ
き
当
時
の
お
雇
い
外
国
人
か
ら
は
、
日
本
の
内
地
と
は
別
に
台
湾
を
植
民
地
と
し
て
統
治
す
る
見

解
（
（1
（

、
及
び
、
台
湾
を
日
本
の
一
部
と
し
て
同
化
さ
せ
る
立
場
の
見
解（

（1
（

、
が
提
議
さ
れ
た
。
前
者
の
よ
う
に
台
湾
を
植
民
地
と
し
て
統

治
す
る
植
民
地
主
義
と
、
後
者
の
よ
う
に
台
湾
に
ま
で
日
本
の
法
令
を
延
長
し
て
適
用
す
る
内
地
延
長
主
義
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い

た
が
、
統
治
体
制
の
基
本
方
針
に
関
す
る
議
論
が
充
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
台
湾
で
の
抗
日
武
装
運
動
の
激
化
も
相
ま
っ
て
、
ま

ず
は
軍
事
命
令
に
よ
る
統
治
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
後
民
政
に
移
行
し
、
そ
の
際
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
に
公
布
さ
れ
た
「
台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」

（
同
法
律
は
法
律
番
号
か
ら
「
六
三
法
」
と
称
さ
れ
る
）
で
は
、
第
一
条
に
て
「
台
湾
総
督
ハ
、
其
ノ
管
轄
区
域
内
ニ
法
律
ノ
効
力
ヲ
有

ス
ル
命
令
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。」
と
規
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
台
湾
総
督
に
法
律
に
代
わ
る
命
令
（
こ
れ
を
律
令
と
称
す
る
）
の
制

定
権
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
台
湾
総
督
に
広
大
な
権
限
を
付
与
す
る
点
に
つ
き
、
帝
国
議
会
で
は
度
々
そ
の

違
憲
性
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
三
年
の
時
限
立
法
と
い
う
条
件
の
下
で
採
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
六
三
法
は
そ
の
後
、
明
治
三
一

年
（
一
八
九
八
年
）
に
三
年
の
延
長
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
に
再
度
三
年
の
延
長
が
認
め
ら
れ
た
。
延

長
期
限
を
迎
え
る
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
は
、
折
し
も
日
露
戦
争
が
勃
発
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
平
和
克
服
の
翌
年
末
日

ま
で
を
限
度
と
し
て
さ
ら
に
延
長
す
る
こ
と
に
決
し
た
。
最
終
的
に
六
三
法
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
に
て
日
露
戦
争
が
終
結
し
た
翌

年
の
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
年
）
ま
で
効
力
を
有
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
六
三
法
の
下
で
律
令
が
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
に
は
全
四
条
か
ら
成
る
「
民
事
商
事
及
刑

事
ニ
関
ス
ル
律
令
」（
律
令
第
八
号
）
が
発
布
さ
れ
、
同
律
令
の
第
一
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

第
一
条
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民
事
商
事
及
刑
事
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
、
民
法
商
法
刑
法
民
事
訴
訟
法
刑
事
訴
訟
法
及
附
属
法
律
ニ
依
ル
。
但
左
ニ
掲
ク
ル
事
項
ハ
別
ニ
定
ム

ル
マ
テ
現
行
ノ
例
ニ
依
ル
。

一　

本
島
人
及
清
国
人
ノ
外
ニ
関
係
者
ナ
キ
民
事
及
商
事
ニ
関
ス
ル
事
項

二　

本
島
人
及
清
国
人
ノ
刑
事
ニ
関
ス
ル
事
項

　

同
条
に
よ
り
、
台
湾
で
は
民
事
・
商
事
・
刑
事
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
地
に
お
け
る
民
法
・
商
法
・
刑
法
・
民
事
訴

訟
法
・
刑
事
訴
訟
法
及
び
附
属
法
に
依
る
と
し
な
が
ら
も
、
台
湾
人
及
び
清
国
人
の
み
に
関
係
す
る
民
事
及
び
商
事
に
関
係
す
る
事

項
と
、
台
湾
人
及
び
清
国
人
の
刑
事
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
台
湾
に
お
け
る
慣
習
と
条
理
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
内
地
の
法
を
外
地
の
台
湾
に
適
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
台
湾
の
慣
習
が
息
づ
く
体
制
が

生
ま
れ
た
が
、
そ
の
後
も
こ
う
し
た
状
況
が
続
い
て
ゆ
く
。

　

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
年
）
に
は
「
台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
同
法
律
は
法
律
番
号
か
ら
「
三
一
法
」
と
称
さ

れ
る
）
が
公
布
さ
れ
、
翌
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
施
行
さ
れ
た
が
、
同
法
の
第
一
条
で
は
「
台
湾
ニ
於
テ
ハ
法
律
ヲ
要
ス

ル
事
項
ハ
、
台
湾
総
督
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。」
と
定
め
ら
れ
た
。
六
三
法
に
続
き
三
一
法
に
お
い
て
も
、
統

治
の
た
め
に
台
湾
総
督
に
立
法
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
三
一
法
は
当
初
五
年
の
時
限
立
法
と
さ
れ
た
が
、
延
長
が
繰
り
返
さ
れ
、

大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
ま
で
有
効
期
限
が
延
長
さ
れ
た
。

　

三
一
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
に
、「
台
湾
刑
事
令
」（
律
令
第
九
号
）
と
「
台
湾
民
事
令
」（
律
令
第
一
一
号
）
が
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
公
布
さ
れ
た
律
令
で
あ
り
、
刑
事
に
関
す
る
事
項
は
内
地
に
お
け
る
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法

に
、
民
事
に
関
す
る
事
項
は
内
地
に
お
け
る
民
法
・
商
法
・
民
事
訴
訟
法
及
び
附
属
法
に
依
拠
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
た
が
、
台
湾
民

事
令
第
三
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。
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第
三
条

本
島
人
及
清
国
人
ノ
ミ
ノ
間
ノ
民
事
ニ
付
テ
ハ
左
ノ
規
定
ヲ
除
ク
ノ
外
、
民
法
、
商
法
及
其
ノ
附
属
法
律
ニ
依
ラ
ス
、
旧
慣
ニ
依
ル
。

一　

民
法
第
二
百
四
十
条
及
第
二
百
四
十
一
条

二　

民
法
第
四
百
九
十
四
条
乃
至
第
四
百
九
十
八
条

　

当
該
規
定
に
よ
り
、
遺
失
物
及
び
埋
蔵
物
を
定
め
た
規
定
（
民
法
二
四
〇
条
・
同
法
二
四
一
条
）、
ま
た
債
務
の
弁
済
に
つ
い
て
定

め
た
規
定
（
民
法
四
九
四
条
乃
至
四
九
八
条
）
以
外
で
台
湾
人
及
び
清
国
人
の
み
が
関
係
す
る
民
事
に
つ
い
て
の
事
項
は
旧
慣
に
基
づ

く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

台
湾
統
治
の
基
本
方
針
が
大
き
く
転
換
す
る
の
が
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
に
成
立
す
る
「
台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ

関
ス
ル
法
律
」（
同
法
律
は
法
律
番
号
か
ら
「
法
三
号
」
と
称
さ
れ
る
）
で
あ
る
。
法
三
号
に
は
、
次
の
規
定
が
置
か
れ
た
。

第
一
条

法
律
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
。

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
官
庁
又
ハ
公
署
ノ
職
権
、
法
律
上
ノ
期
間
其
ノ
他
ノ
事
項
ニ
関
シ
、
台
湾
特
殊
ノ
事
情
ニ
因
リ
特
例
ヲ
設
ク
ル
必
要

ア
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
。

第
二
条

台
湾
ニ
於
テ
法
律
ヲ
要
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
、
施
行
ス
ヘ
キ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
又
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
難
キ
モ
ノ
ニ
関
シ
テ
ハ
、
台
湾
特
殊
ノ
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事
情
ニ
因
リ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
台
湾
総
督
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　

法
三
号
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
内
地
法
延
長
主
義
、
即
ち
日
本
内
地
法
を
原
則
と
し
て
台
湾
に
て
適
用
す
る
方
針
が
取
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）
に
は
「
民
事
ニ
関
ス
ル
法
律
ヲ
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
ノ
件
」（
勅
令
第
四
〇
六
号
）

が
制
定
さ
れ
、
民
法
・
商
法
・
民
事
訴
訟
法
が
台
湾
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
、
内
地
法
延
長
主
義
が
取
ら
れ
つ
つ
も
、

法
三
号
に
基
づ
き
台
湾
の
特
殊
な
事
情
に
基
づ
き
特
例
を
設
け
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
親
族
・

相
続
に
関
す
る
事
項
へ
の
対
応
で
あ
る
。
勅
令
第
四
〇
六
号
で
日
本
の
内
地
の
民
法
が
台
湾
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
親

族
・
相
続
に
関
す
る
慣
習
は
台
湾
で
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
法
律
ノ
特
例
ニ
関
ス
ル

件
」（
勅
令
第
四
〇
七
号
）
が
制
定
さ
れ
、
第
五
条
に
て
次
の
よ
う
な
例
外
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

第
五
条

本
島
人
ノ
ミ
ノ
親
族
及
相
続
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
付
テ
ハ
、
民
法
第
四
編
及
第
五
編
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
、
別
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
、

慣
習
ニ
依
ル
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
内
地
の
法
体
制
が
台
湾
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
た
も
の
の
、
家
族
法
分
野
に
関
す
る
諸
問
題
で

は
、
旧
慣
に
基
づ
き
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

台
湾
で
の
旧
慣
調
査
は
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
に
「
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
規
則
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
進
め
ら

れ
て
ゆ
き（

（1
（

、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
か
ら
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
に
か
け
て
岡
松
参
太
郎
を
中
心
に
調
査
が
行
わ
れ
た（

（1
（

。

台
湾
の
慣
習
調
査
に
よ
る
と
、
一
夫
一
婦
制
は
厳
格
に
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
妻
以
外
に
妾
を
娶
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
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妾
の
生
活
形
態
は
、
夫
の
家
に
入
り
夫
や
夫
の
家
族
と
同
居
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
も
の
の
、
夫
や
夫
の
家
族
と
別
居
す
る
場

合
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
妾
は
妻
に
準
ず
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
居
す
る
家
族
と
は
親
族
関
係
が
発
生
し
て
い
た
。
但
し
、

妻
と
妾
と
で
は
明
確
に
そ
の
立
場
が
異
な
っ
て
お
り
、
妻
は
妾
を
監
督
す
る
権
利
を
有
し
、
妾
は
妻
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
妻
の
立
場
と
比
較
す
る
と
、
妾
は
親
族
関
係
や
そ
の
家
庭
内
で
の
権
限
は
非
常
に
低
い
も
の

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
妻
は
妾
を
勝
手
に
追
い
出
す
こ
と
は
出
来
ず
、
夫
の
み
自
由
に
妾
と
離
縁
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
台
湾
に
お
け
る
妻
と
妾
と
の
位
置
づ
け
の
違
い
は
、
当
時
の
問
答
録
等
に
て
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
五
年

（
一
九
〇
二
年
）
に
開
か
れ
た
台
北
地
方
に
お
け
る
旧
慣
調
査
の
問
答
録
で
は
「
妾
は
事
実
上
の
妻
な
る
も
之
を
区
別
す
る
こ
と
は
聖

人
の
定
め
た
る
も
の
に
て
、
上
は
天
子
よ
り
、
下
は
庶
人
に
至
る
ま
で
皆
之
を
妻
と
区
別
し
居
れ
り
」
や
、「
妻
は
父
母
の
命
に
依

り
礼
に
依
り
て
娶
る
も
、
妾
は
家
計
に
余
裕
あ
る
と
き
之
を
買
ふ
も
の
な
り
、
故
に
妻
は
娶
る
と
云
ひ
、
妾
は
買
ふ
と
云
ふ
」
と
の

記
述
が
見
え
る（

（1
（

。
同
様
に
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
年
）
に
開
催
さ
れ
た
台
中
に
お
け
る
旧
慣
調
査
の
諮
問
会
で
も
、
妻
は
家
内
の

事
を
処
理
す
る
権
限
が
あ
る
の
に
対
し
て
妾
は
勝
手
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
、
ま
た
妻
は
親
属
協
議
を
経
て
六
礼
の
儀
に

よ
っ
て
迎
え
ら
れ
る
の
に
対
し
妾
の
場
合
は
そ
う
し
た
儀
を
経
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
点
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
台
南
地

方
に
お
け
る
旧
慣
調
査
の
研
究
会
で
も
、
妻
と
妾
は
同
一
の
関
係
で
は
な
い
旨
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
台
湾
で
は
妾
の
存
在
を
前
提
と
し
た
体
制
が
当
初
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
台

湾
で
行
わ
れ
た
戸
口
調
査
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
に
臨
時
台
湾
戸
口
調
査
規
則
が
定
め
ら

れ
た
際
、
所
帯
票
の
記
入
に
あ
た
り
「
妾
及
之
ニ
対
ス
ル
男
ハ
配
偶
者
ト
シ
、
妻
及
総
テ
ノ
妾
ニ
死
別
シ
タ
ル
男
ハ
鰥
ト
シ
、
男
ニ

死
別
シ
タ
ル
妾
ハ
寡
ト
シ
、
妻
総
テ
ノ
妾
ニ
生
別
レ
タ
ル
男
又
ハ
男
ニ
生
別
レ
タ
ル
妾
ハ
離
婚
者
ト
ス
。」
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら

れ
て
い
た（

（2
（

。
ま
た
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
七
月
に
「
本
島
人
ハ
其
ノ
妾
ト
ハ
婚
姻
セ
サ
ル
ノ
旧
慣
ヲ
存
セ
リ
。
然
ル
ニ
其
ノ



254

法学研究 98 巻 12 号（2025：12）

妾
ト
婚
姻
シ
届
出
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
右
ハ
受
理
ス
ル
モ
妨
ナ
キ
ヤ
。」
と
の
照
会
に
対
し
、「
受
理
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
。」
と
の
回
答

が
返
答
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
台
湾
で
は
妾
の
存
在
を
認
め
る
運
用
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
法
律
の
面
で
は
妾
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

扱
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
刑
法
上
及
び
民
法
上
の
視
点
か
ら
分
析
を
行
う
。

二　

刑
法
上
の
法
文
か
ら
見
る
妾
の
位
置
づ
け

　

刑
法
上
の
運
用
か
ら
見
る
と
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
に
は
「
台
湾
ニ
於
ケ
ル
犯
罪
処
断
ノ
件
」（
律
令
第
四
号
）
に
て
、

「
台
湾
ニ
於
ケ
ル
犯
罪
ハ
、
帝
国
刑
法
ニ
依
リ
之
ヲ
処
断
ス
。
但
其
条
項
中
台
湾
住
民
ニ
適
用
シ
難
キ
モ
ノ
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ニ
依

ル
。」
と
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
の
「
民
事
商
事
及
刑
事
ニ
関
ス
ル
律
令
」
の
発
布
に
よ
り
、
日
本

内
地
の
刑
法
の
体
制
が
台
湾
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
但
し
、
前
者
で
は
台
湾
に
て
適
用
し
難
い
も
の
、
後
者
で
も
台

湾
人
及
び
清
国
人
の
刑
事
に
関
係
す
る
事
項
は
、
内
地
の
刑
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
台
湾
の
事
情
に
つ
い
て
配
慮

す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
刑
法
の
規
定
の
内
、
慣
習
に
関
わ
る
部
分
と
し
て
大
き
く
関
わ
る
も
の
に
親
族
の
範
囲
の
問
題

が
あ
っ
た
。

　

刑
法
上
の
親
族
に
関
す
る
規
定
は
、
親
族
容
隠
や
親
族
相
盗
と
い
っ
た
法
文
の
効
果
が
及
ぶ
範
囲
と
し
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る

た
め
、
日
本
や
中
国
で
は
法
典
の
編
纂
過
程
に
て
妾
の
扱
い
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
た（

（2
（

。
台
湾
で
も
刑
法
上
の
親
族
の

範
囲
に
関
す
る
規
定
を
め
ぐ
り
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
開
か
れ
た
判
官
協
議
会
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
案
が
検
討
さ

れ
て
い
る（

（2
（

。
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第
一
条

左
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
本
島
人
間
ニ
於
ケ
ル
刑
法
上
ノ
親
族
ト
ス
。

一　

六
親
等
内
ノ
血
族

一　

配
偶
者

一　

三
親
等
内
ノ
姻
族

第
二
条

妾
ト
家
長
（
夫
）
正
妻
及
ヒ
家
長
ノ
父
母
ト
ハ
親
族
ニ
準
ス
。

媳
婦
仔
ト
其
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ハ
親
族
ニ
準
ス
。

媳
婦
仔
ト
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ノ
血
族
ノ
間
ニ
ハ
、
媳
婦
仔
ト
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ガ
婚
姻
ヲ
為
ス
ニ
依
リ
生
ス
ル
ト
同
様
ノ
親
族
関
係

ヲ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
。

第
三
条

親
等
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
親
族
間
ノ
世
数
ヲ
算
シ
テ
之
ヲ
定
ム
。

傍
系
ノ
親
等
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
其
一
人
又
ハ
其
配
偶
者
ヨ
リ
同
始
祖
ニ
遡
リ
其
始
祖
ヨ
リ
他
ノ
一
人
ニ
下
ル
マ
テ
ノ
世
数
ニ
依
ル
。

第
四
条

養
子
ト
養
親
及
ヒ
其
血
族
ト
ノ
間
ニ
於
テ
ハ
養
子
縁
組
ニ
ヨ
リ
血
族
間
ニ
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
。

養
子
ト
称
ス
ル
ハ
過
房
子
、
螟
蛉
子
、
過
継
子
、
養
子
、
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ノ
定
マ
リ
ナ
キ
媳
婦
仔
、
其
他
ノ
養
女
ト
ス
。
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第
五
条

継
父
母
ト
継
子
、
又
嫡
母
ト
庶
子
ト
ノ
間
ニ
於
テ
ハ
親
子
間
ニ
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
。

　

第
二
条
に
て
妾
を
親
族
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
旧
来
の
慣
習
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と

し
つ
つ
も
、
蓄
妾
制
度
は
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
た
め
、
刑
法
の
適
用
上
家
長
（
夫
）・
正
妻
・
家
長
の
父
母
の
三
者
に
の
み

親
族
関
係
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。

　

さ
ら
に
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
に
示
さ
れ
た
案
で
は
、
親
族
の
範
囲
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
規
定
が
修
正
さ
れ
た
。

第
一
条

左
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
本
島
人
間
ニ
於
ケ
ル
刑
法
上
ノ
親
族
ト
ス
。

一　

四
世
親
内
ノ
血
族
。
但
、
外
親
ハ
三
世
親
内
ニ
限
ル
。

一　

配
偶
者
。

一　

二
世
親
内
ノ
姻
族
。
但
、
妻
ト
夫
ト
ノ
同
宗
血
族
ト
ノ
間
ハ
三
世
親
ニ
及
フ
。

　
　

同
宗
血
族
ノ
妻
ト
妻
ト
ハ
姻
族
ニ
準
ス
。

　
　

同
宗
ト
称
ス
ル
ハ
男
系
血
族
相
互
ノ
関
係
ヲ
謂
ヒ
、
外
親
ト
称
ス
ル
ハ
同
宗
以
外
ノ
血
族
ヲ
謂
フ
。

第
二
条



257

日本統治下の台湾における法文上から見たる妾の法的位置づけ

妾
ト
家
長
（
夫
）
正
妻
及
家
長
ノ
父
母
ト
ハ
親
族
ニ
準
ス
。

養
媳
又
ハ
養
婿
ト
将
来
其
配
偶
者
ト
為
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ハ
親
族
ニ
準
ス
。

養
媳
又
ハ
養
婿
ト
将
来
其
配
偶
者
ト
為
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
、
互
ニ
他
方
ノ
親
族
ニ
対
シ
、
両
者
カ
婚
姻
ヲ
為
ス
ニ
因
リ
生
ス
ル
ト
同
様
ノ
親
族

関
係
ヲ
生
ス
。

第
三
条

世
親
ハ
親
族
間
ノ
世
数
ヲ
算
シ
テ
之
ヲ
定
ム
。
旁マ

マ

系
親
ノ
世
親
ハ
、
其
双
方
ヲ
同
始
祖
ニ
遡
ル
ノ
世
数
ニ
依
ル
。
若
双
方
ノ
世
数
ニ
差
異
ア

ル
ト
キ
ハ
、
其
多
キ
モ
ノ
ニ
従
フ
。

第
四
条

養
親
及
其
血
族
ト
養
子
及
養
家
ニ
於
ケ
ル
其
直
系
卑
属
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
実
親
子
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
同
一
ノ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
。

養
子
ト
称
ス
ル
ハ
、
過
房
子
、
螟
蛉
子
及
養
女
ヲ
謂
フ
。

養
媳
ニ
シ
テ
養
家
ノ
実
子
又
ハ
養
子
ヲ
以
テ
其
夫
ト
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ノ
定
ヲ
サ
ル
モ
ノ
ハ
養
女
ト
見
做
ス
。

第
五
条

継
母
ト
前
妻
ノ
子
（
及
其
直
系
卑
属
）
ト
ノ
間
、
嫡
母
ト
庶
子
（
及
其
直
系
卑
属
）
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
実
母
子
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
同
一
ノ
親
族
関

係
ヲ
生
ス
。

　

修
正
案
の
第
二
条
で
も
妾
を
親
族
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
同
修
正
案
で
も
立
案
に
あ
た
り
、
台
湾
の
旧
慣
に
従
っ
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た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
蓄
妾
制
度
は
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
妾
と
家
長
（
夫
）
と
の
関
係
を
配
偶
者
と
は
せ
ず
、
単
に

親
族
関
係
が
生
ず
る
も
の
の
み
と
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る（

（2
（

。
そ
の
後
、
刑
法
上
の
親
族
例
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
を
要
す
る

こ
と
と
な
り
、
決
議
は
延
期
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
年
）
に
出
版
さ
れ
た
台
湾
刑
法
の
概
説
書
で
は
、
親
族
容
隠
や
親
族
相
盗
を
定
め
て
い
る
条

文
に
お
け
る
「
親
族
」
に
妾
が
含
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い（

（2
（

。
但
し
、
そ
の
後
も
妾
は
親
族

の
範
囲
に
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
台
湾
の
民
事
法
に
お
け
る
概
説
書
で
は
、
刑
法
上
の
親

族
の
範
囲
で
あ
る
と
断
り
を
入
れ
な
が
ら
も
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
の
案
に
お
け
る
親
族
の
範
囲
が
民
事
訴
訟
法
に
て
適

用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
が
あ
る（

（2
（

。
さ
ら
に
、
慣
習
上
認
め
ら
れ
て
い
る
法
律
上
の
親
族
の
範
囲
と
し
て
、
①
六

親
等
内
の
血
族
、
②
配
偶
者
、
③
準
配
偶
者
、
④
三
親
等
内
の
姻
族
、
を
挙
げ
た
上
で
、
こ
の
内
の
準
配
偶
者
と
は
正
妻
を
有
し
て

い
る
男
子
が
他
の
女
性
を
妾
と
し
て
有
す
る
場
合
を
含
め
て
い
る
も
の
が
あ
る（

（2
（

。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
妾
は
親
族
の
一
員
と
し
て
見

做
さ
れ
て
い
た
節
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　

尚
、
日
本
内
地
の
刑
法
で
は
「
有
夫
ノ
婦
」
の
み
を
姦
通
罪
の
処
罰
対
象
と
し
て
お
り
、
夫
が
仮
に
正
式
に
娶
っ
た
妻
以
外
の
女

性
を
妾
と
し
て
有
し
た
と
し
て
も
、
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
重
婚
罪
に
つ
い
て
、
台
湾
の
法
院
に
お
け
る
判

例
で
は
「
重
婚
罪
ハ
結
婚
ノ
式
ヲ
挙
ク
ル
ト
同
時
ニ
成
立
ス
ル
。」（
明
治
四
二
年
控
刑
第
一
二
六
号
［
一
九
〇
九
年
一
〇
月
二
日
宣
告
］）

と
、
文
字
通
り
重
ね
て
婚
姻
す
る
こ
と
が
重
婚
罪
の
成
立
要
件
と
な
っ
て
い
た
。
前
述
の
概
説
書
で
は
、「
重
婚
罪
は
有
夫
の
婦
若

く
は
有
婦
の
夫
が
新
な
る
婚
姻
を
為
す
に
依
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
有
夫
の
婦
若
く
は
有
婦
の
夫
か
更
に
他
の
女
又
は
男

と
の
間
に
結
婚
の
式
を
挙
げ
て
住
居
す
る
場
合
に
於
て
も
、
未
た
法
律
上
の
手
続
を
施
行
せ
な
い
以
上
は
重
婚
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

は
出
来
な
い
。」
と
の
記
述
も
見
え
る
こ
と
か
ら（

（2
（

、
正
式
な
配
偶
者
と
は
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
妾
と
関
係
を
有
し
て
い
た
と
し
て

も
、
重
婚
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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三　

民
法
上
の
法
文
か
ら
見
る
妾
の
位
置
づ
け

　

台
湾
で
は
親
族
及
び
相
続
に
関
す
る
諸
問
題
は
旧
慣
で
の
対
応
が
図
ら
れ
た
が
、
旧
慣
重
視
の
姿
勢
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初

期
に
か
け
て
編
ま
れ
た
台
湾
親
族
相
続
令
の
草
案
に
も
見
受
け
ら
れ
る（

（3
（

。
特
に
、
当
初
の
草
案
で
は
妾
を
法
的
に
認
め
、
妾
の
権
利

義
務
関
係
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
積
極
的
に
妾
に
対
し
て
法
的
保
護
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
節
が
垣
間
見
え

る
。
具
体
的
に
、
い
く
つ
か
の
草
案
の
条
文
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
年
）
一
二
月
の
全
一
七
七
条
か
ら
成
る
「
台
湾
親
族
相
続
法
第
一
草
案
」
で
は
、
妾
の
親
族
関
係
に
関

す
る
規
定
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
。

第
六
条

妾
ト
夫
及
其
祖
父
母
、
父
母
、
妻
、
子
、
孫
、
子
孫
婦
ト
ノ
間
ニ
ハ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
。

前
項
ノ
親
族
関
係
ハ
妾
ノ
離
別
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
。

第
二
〇
条

妻
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
テ
夫
ノ
家
ニ
入
ル
。
但
招
婿
、
招
夫
ハ
妻
ノ
家
ニ
入
ル
。

養
媳
、
養
婿
ハ
養
家
ニ
入
ル
。

妾
ハ
夫
ノ
家
ニ
入
ル
。
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第
四
二
条

配
偶
者
ア
ル
者
ハ
重
テ
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
。
但
独
子
双
祧
者
カ
両
妻
ヲ
娶
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
後
娶
ノ
妻
ヲ
以
テ
妾
ト
看
做
ス
。

　

ま
た
、
第
一
草
案
で
は
、
第
一
篇
「
親
族
」
第
三
章
「
婚
姻
」
第
三
節
に
「
妾
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

た
。第

一
〇
四
条

置
妾
ノ
要
件
ニ
関
シ
テ
ハ
婚
姻
ノ
要
件
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
。
但
第
四
十
二
条
ノ
規
定
ハ
夫
タ
ル
ヘ
キ
者
ニ
之
ヲ
適
用
セ
ス
。

第
一
〇
五
条

妾
ヲ
置
ク
ニ
ハ
男
ハ
自
ラ
主
婚
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
家
長
ノ
意
ニ
反
シ
テ
之
ヲ
家
ニ
入
ル
ゝ
コ
ト
ヲ
得
ス
。

第
一
〇
六
条

妾
ト
ナ
ル
ヘ
キ
女
ハ
主
婚
人
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。

前
項
ノ
場
合
ニ
ハ
婚
姻
ノ
主
婚
人
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
。

第
一
〇
七
条

妾
ヲ
置
ク
ニ
ハ
媒
人
ヲ
通
シ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
。
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第
一
〇
八
条

妾
カ
買
断
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
契
字
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。

第
一
〇
九
条

妾
ニ
対
ス
ル
夫
ノ
権
利
義
務
ニ
付
テ
ハ
婚
姻
ノ
効
力
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
。

第
一
一
〇
条

妻
ナ
キ
ト
キ
ハ
妾
ハ
第
七
十
二
条
規
定
ノ
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
。

第
一
一
一
条

妾
ハ
妻
ニ
服
従
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
負
フ
。

妻
ハ
妾
ヲ
懲
戒
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
。

第
一
一
二
条

夫
ハ
任
意
ニ
其
妾
ヲ
離
別
又
ハ
改
嫁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
妾
カ
買
断
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
非
サ
ル
ト
キ
ハ
生
家
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
改

嫁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。

夫
ノ
死
後
ニ
於
テ
妾
ニ
不
行
跡
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
家
長
ノ
尊
属
又
ハ
妻
ハ
之
ヲ
放
逐
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　

そ
の
一
方
で
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
年
）
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
案
で
は
、
妾
の
文
言
が
削
除
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。
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同
年
四
月
に
て
示
さ
れ
た
「
第
二
回
修
訂
台
湾
親
族
令
第
二
草
案
」
で
も
、
妾
を
保
護
す
る
規
定
は
登
場
し
て
い
な
い
。
そ
の
上
で

同
草
案
で
は
、
親
族
関
係
及
び
重
婚
禁
止
の
規
定
と
し
て
、
次
の
条
文
が
置
か
れ
た
。

第
一
編
「
親
族
」
第
一
章
「
総
則
」

第
三
条

夫
ト
妻
ト
ノ
間
ニ
ハ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
。

第
一
編
「
親
族
」
第
三
章
「
婚
姻
」

第
五
条

配
偶
者
ア
ル
者
ハ
重
テ
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
。

養
媳
及
其
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
者
ハ
本
条
ノ
適
用
ニ
関
シ
テ
ハ
配
偶
者
ア
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
。

　

妾
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
は
規
定
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
重
婚
の
禁
止
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
妾
を
有
し
て
い
た
場

合
に
重
婚
と
の
兼
ね
合
い
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い（

（3
（

。

　

明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
年
）
六
月
に
編
ま
れ
た
「
台
湾
親
族
相
続
令
第
二
草
案
（
最
終
案
）」
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
設
け
ら

れ
（
（3
（

、
最
終
的
に
同
年
七
月
に
示
さ
れ
た
「
台
湾
親
族
相
続
令
第
二
草
案
」
で
は
、「
本
案
ニ
於
テ
妾
ノ
身
分
ヲ
認
メ
ス
。
清
律
ノ
規

定
及
ヒ
本
島
ノ
旧
慣
ニ
於
テ
ハ
、
妾
ハ
私
通
ノ
女
ニ
非
ス
シ
テ
第
二
位
ノ
配
偶
者
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
今
日
妾
ヲ
置
ク
ハ
単
ニ
前
代
ノ

遺
習
ヲ
継
続
ス
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
、
何
等
ノ
必
要
ア
ル
ニ
非
ス
。
如
此
風
習
ハ
良
俗
ニ
反
ス
ル
ヲ
以
テ
、
本
案
ニ
於
テ
ハ
民
法
ト
同

一
ノ
主
義
ヲ
取
リ
、
妾
ヲ
以
テ
私
通
ノ
女
ト
為
シ
タ
リ
。」
と
し
て（

（3
（

、
妾
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
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第
一
草
案
で
は
妾
の
保
護
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
草
案
で
は
第
三
条
に
て
親
族
関
係
は
夫
婦
間
の
み
で
発
生
す
る
こ
と
、

ま
た
第
五
条
で
は
重
婚
の
禁
止
規
定
が
設
け
ら
れ
、
養
媳
、
即
ち
将
来
夫
と
な
る
べ
き
男
性
の
た
め
に
家
に
迎
え
入
れ
た
幼
女
と
の

関
係
は
配
偶
者
と
し
て
扱
う
も
の
の
、
妾
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
妾
保
護
の
方
針
が
廃
止
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

台
湾
親
族
相
続
令
の
草
案
の
立
法
理
由
を
示
し
た
著
作
に
お
い
て
も
、「
本
島
ニ
於
テ
ハ
、
妾
ハ
私
通
ノ
女
ニ
非
ス
。
一
ノ
身
分
ナ

リ
。
本
案
ハ
之
ヲ
以
テ
悪
習
ト
為
シ
、
断
然
之
ヲ
認
メ
サ
ル
コ
ト
ト
セ
リ
。」
と
し
て
、
同
草
案
に
て
台
湾
の
旧
慣
を
改
め
た
も
の

の
一
つ
に
蓄
妾
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
妾
を
容
認
し
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

こ
の
よ
う
に
妾
の
文
言
が
明
文
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
但
し
こ
れ
を
以
っ
て
同
草
案
に
て
台
湾
に
て
妾
廃
止
の
方
針
が
確
定

し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
第
二
草
案
に
て
夫
婦
間
の
離
婚
事
由
を
定
め
た
条
文
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

第
一
編
「
親
族
」
第
三
章
「
婚
姻
」

第
六
〇
条

夫
妻
ノ
一
方
ハ
左
ノ
場
合
ニ
限
リ
離
婚
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

一　

配
偶
者
カ
重
婚
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
。

二　

妻
カ
姦
通
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
。

三　

夫
カ
姦
淫
罪
ニ
因
リ
テ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
。

四　

�

配
偶
者
カ
偽
造
、
賄
賂
、
猥
褻
、
窃
盗
、
詐
欺
及
恐
喝
、
横
領
、
贓
物
ニ
関
ス
ル
罪
若
ク
ハ
刑
法
第
百
八
十
六
条
及
ヒ
第
百
八
十
七
条

ニ
掲
ケ
タ
ル
罪
ニ
因
リ
テ
懲
役
又
ハ
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
、
又
ハ
其
他
ノ
罪
ニ
因
リ
テ
懲
役
三
年
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル

ト
キ
。
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五　

配
偶
者
ヨ
リ
同
居
ニ
堪
ヘ
サ
ル
虐
待
又
ハ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
。

六　

配
偶
者
ヨ
リ
悪
意
ヲ
以
テ
遺
棄
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
。

七　

配
偶
者
ノ
直
系
尊
属
ヨ
リ
虐
待
又
ハ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
。

八　

配
偶
者
カ
自
己
ノ
直
系
尊
属
ニ
対
シ
テ
虐
待
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ニ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
。

九　

配
偶
者
ノ
生
死
カ
三
年
以
上
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
。

十　

配
偶
者
ニ
悪
疾
ア
ル
ト
キ
。

十
一　

配
偶
者
カ
第
三
十
八
条
ニ
規
定
シ
タ
ル
契
約
ニ
依
リ
負
担
シ
タ
ル
重
大
ナ
ル
義
務
ヲ
悪
意
ヲ
以
テ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
。

　

当
該
規
定
を
見
る
と
、
姦
通
を
め
ぐ
る
離
婚
事
由
が
夫
と
妻
と
で
は
別
々
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
夫
婦
間
で

の
離
婚
事
由
の
差
別
規
定
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
に
施
行
さ
れ
た
明
治
民
法
典
で
も
同
様
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
規
定
で
は
仮
に
夫
が
妻
以
外
に
妾
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
で
は
妻
側
か
ら
の
離
婚
提
起
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
と
な
る
た
め
、
暗
に
夫
が
妾
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
体
制
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
法
文
上
見
て
取
れ
る
。
尚
、
大
正
三

年
（
一
九
一
四
年
）
七
月
に
編
ま
れ
た
全
五
〇
九
条
か
ら
成
る
「
台
湾
親
族
相
続
令
第
三
草
案
」
で
も
、
第
三
条
に
夫
妻
間
で
の
親

族
関
係
規
定
、
第
四
七
条
に
重
婚
禁
止
規
定
、
第
一
〇
五
条
に
夫
婦
間
の
離
婚
事
由
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
文
言
は
若
干
異
な
る
箇

所
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
第
二
草
案
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

最
終
的
に
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
八
月
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
「
台
湾
親
族
相
続
令
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
が
置
か

れ
た
。



265

日本統治下の台湾における法文上から見たる妾の法的位置づけ

第
四
七
条

配
偶
者
ア
ル
者
ハ
重
テ
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
。

養
媳
ト
其
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
者
ト
ハ
本
条
ノ
適
用
ニ
関
シ
テ
ハ
配
偶
者
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
。

第
一
〇
四
条

夫
婦
ノ
一
方
ハ
左
ノ
場
合
ニ
限
リ
離
婚
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

一　

配
偶
者
カ
重
婚
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
。

二　

妻
カ
姦
通
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
。

三　

夫
カ
姦
淫
罪
ニ
因
リ
テ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
。

四　

�

配
偶
者
カ
偽
造
、
賄
賂
、
猥
褻
、
窃
盗
、
強
盗
、
詐
欺
、
恐
喝
、
横
領
、
贓
物
ニ
関
ス
ル
罪
、
刑
法
第
百
八
十
六
条
若
ク
ハ
第
百
八
十

七
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
罪
ニ
因
リ
テ
懲
役
若
ク
ハ
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
又
ハ
其
他
ノ
罪
ニ
因
リ
テ
懲
役
三
年
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ

タ
ル
ト
キ
。

五　

配
偶
者
ヨ
リ
同
居
ニ
堪
ヘ
サ
ル
虐
待
又
ハ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
。

六　

配
偶
者
ヨ
リ
悪
意
ヲ
以
テ
遺
棄
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
。

七　

配
偶
者
ノ
直
系
尊
属
親
ヨ
リ
虐
待
又
ハ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
。

八　

配
偶
者
カ
自
己
ノ
直
系
尊
属
親
ニ
対
シ
テ
虐
待
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ニ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
。

九　

配
偶
者
ノ
生
死
カ
三
年
以
上
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
。

十　

配
偶
者
カ
癩
ヲ
発
シ
又
ハ
三
年
以
上
継
続
シ
且
不
治
ト
認
ム
ヘ
キ
精
神
病
ニ
罹
リ
タ
ル
ト
キ
。

十
一　

配
偶
者
カ
第
八
十
二
条
ニ
規
定
シ
タ
ル
契
約
ニ
依
リ
負
担
シ
タ
ル
義
務
ヲ
悪
意
ヲ
以
テ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
。
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そ
の
後
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
台
湾
総
督
府
評
議
会
に
て
、
日
本
内
地
に
お
け
る
民
法

を
台
湾
に
施
行
す
る
に
あ
た
り
除
外
例
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
り
議
論
が
起
こ
り
、
会
議
の
席
上
で
妾
に
関
す
る
問
題
が
議

題
に
上
っ
て
い
る
。
既
に
同
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
評
議
会
の
場
で
妾
の
問
題
の
扱
い
方
は
重
要
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
た
が（

（3
（

、
第
二
回
評
議
会
で
は
妾
制
の
保
護
に
関
し
て
は
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
親
族
相
続
令
草
案
で
は
「
妾
」
の
文
言
が
削
ら
れ
、
ま
た
妾
制
の
維
持
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
た
模

様
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
妾
の
親
族
関
係
は
引
き
続
き
考
慮
さ
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
台
湾
に
お
け

る
戸
口
調
査
の
実
務
の
た
め
に
法
令
や
規
則
を
ま
と
め
た
著
作
『
台
湾
戸
口
事
務
捷
径
』
に
、
台
湾
の
慣
習
と
内
地
の
民
法
と
の
関

係
に
つ
い
て
規
定
を
整
理
し
た
「
慣
習
ト
民
法
ノ
対
照
」
が
参
考
資
料
と
し
て
載
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
妾
ト
夫
竝
其
ノ

祖
父
母
、
父
母
、
子
及
孫
ト
ノ
間
ニ
ハ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
。」（
第
五
条
）
と
の
規
定
が
置
か
れ
、
そ
の
上
で
「
本
島
ニ
於
テ
妾
ハ
私

通
ノ
女
ニ
非
ス
。
法
令
ノ
認
メ
タ
ル
身
分
ナ
リ
。
其
ノ
地
位
ハ
妻
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
其
ヨ
リ
生
ス
ル
親
族
関
係
ハ
妻
ヨ

リ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
比
シ
テ
頗
狭
ク
僅
ニ
本
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
止
マ
ル
。」
と
の
説
明
文
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る（

（3
（

。
ま
た
、

内
地
の
民
法
と
妾
に
関
連
す
る
も
の
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
同
資
料
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
規
定
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

第
三
三
条

妾
縁
組
ノ
成
立
、
効
力
及
離
別
ハ
後
四
条
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
、
婚
姻
ノ
成
立
効
力
及
離
婚
ニ
準
ス
。

第
三
四
条

重
婚
ノ
禁
ハ
妾
縁
組
ノ
場
合
ニ
夫
ニ
準
用
セ
ラ
レ
ス
。

夫
カ
妾
縁
組
ヲ
為
ス
ニ
ハ
父
母
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
。
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第
三
五
条

妾
縁
組
ハ
女
カ
妾
ト
シ
テ
男
ノ
家
ニ
入
リ
タ
ル
時
ニ
成
立
ス
。
妾
ト
称
ス
ト
雖
其
男
ト
居
ヲ
異
ニ
シ
タ
ル
者
ハ
、
之
ヲ
妾
ト
認
メ
ス
。

男
カ
其
ノ
家
ニ
在
ル
婢
ヲ
収
メ
テ
妾
ト
為
ス
場
合
ニ
ハ
、
其
縁
組
ハ
縁
組
ノ
合
意
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ニ
成
立
ス
。

第
三
六
条

夫
ハ
正
妻
ナ
キ
ト
キ
、
正
妻
カ
家
事
ヲ
処
理
ス
ル
能
力
ナ
キ
ト
キ
又
ハ
正
妻
ノ
同
意
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
、
妾
ヲ
シ
テ
家
事
ヲ
代
理

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。

第
三
七
条

夫
妾
ノ
一
方
ハ
如
何
ニ
テ
モ
他
ノ
一
方
ニ
対
シ
離
縁
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　

妾
か
ら
も
夫
に
対
す
る
離
縁
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
理
由
に
つ
き
「
旧
慣
ニ
於
テ
、
夫
ハ
何
時
ニ

テ
モ
任
意
ニ
妾
ヲ
離
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
ニ
、
妾
ハ
夫
カ
強
ヒ
テ
己
ヲ
嫁
売
セ
ム
ト
シ
タ
ル
ト
キ
、
又
ハ
己
ヲ
シ
テ
他
ト
通
姦
セ

シ
メ
タ
ル
ト
キ
、
又
ハ
三
年
以
上
夫
ノ
踪
跡
不
明
ナ
ル
ト
キ
ノ
外
ハ
、
之
ヲ
訴
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
此
ノ
如
キ
ハ
甚
シ
ク
妾
ノ
人

格
ヲ
無
視
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
判
決
例
ハ
之
ニ
依
ラ
ス
、
妾
ニ
モ
夫
ト
同
様
ノ
離
別
請
求
権
ア
ル
モ
ノ
ト
為
シ
タ
リ
。」
と

説
明
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。

　

さ
ら
に
、
台
湾
に
お
け
る
親
族
・
相
続
に
関
連
す
る
慣
習
を
ま
と
め
た
論
稿
で
も
、「
親
族
の
範
囲
は
民
法
親
族
の
範
囲
と
同
一

で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、「
妾
と
夫
、
正
妻
及
夫
の
父
母
は
親
族
と
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。
ち
な
み
に
、「
夫
妾
間
に
付
、
特
に
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注
意
す
べ
き
は
、
夫
妾
は
何
れ
の
一
方
で
も
爾
後
夫
妾
関
係
の
継
続
を
欲
せ
ざ
る
に
於
て
は
、
自
己
の
片
面
的
意
思
に
依
り
何
時
に

て
も
夫
妾
関
係
の
解
消
を
裁
判
所
に
訴
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
此
れ
は
慣
習
に
大
な
る
変
化
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
夫
妾
関
係
の
如
き
時
代
錯
誤
の
制
度
は
保
護
を
制
限
す
る
の
要
あ
り
と
の
趣
旨
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。」
と
の
表
現
か
ら

も
、
従
来
の
慣
行
か
ら
変
更
が
加
え
ら
れ
、
妾
か
ら
夫
に
対
し
て
離
縁
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（

（4
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
妾
か
ら
の
離
縁
請
求
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
で
は
従
来
の
慣
行
か
ら
変
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も

の
の
、
未
だ
に
実
態
と
し
て
は
妾
を
容
認
す
る
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
節
が
見
て
取
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

近
代
期
東
ア
ジ
ア
の
各
地
域
で
は
、
そ
れ
ま
で
慣
習
上
認
め
ら
れ
て
き
た
妾
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
と
い
う
点
で
対

応
に
迫
ら
れ
て
い
っ
た
。
本
稿
で
は
、
植
民
地
支
配
を
受
け
た
台
湾
で
の
状
況
を
概
観
し
た
が
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
い

て
も
慣
習
調
査
が
行
わ
れ
、
妾
を
配
偶
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る（

（4
（

。
慣
習
と
し
て
認
め
ら
れ

て
き
た
妾
の
存
在
は
近
代
法
継
受
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
辿
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

改
め
て
日
本
統
治
下
の
台
湾
で
の
妾
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
概
況
を
見
る
と
、
日
本
内
地
に
お
け
る
刑
法
を
台
湾
に
適
用
さ
せ
る
に

あ
た
り
親
族
の
範
囲
に
「
妾
」
の
文
言
を
含
め
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
親
族
相
続
令
草
案
で
も
当
初
は
「
妾
」
の
文

言
が
盛
り
込
ま
れ
る
等
、
法
的
に
妾
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
後
、
蓄
妾
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
も
あ

り
、「
妾
」
の
文
言
は
草
案
中
に
は
現
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
台
湾
で
は
妾
は
消
極
的
な
が
ら
も
容
認
さ
れ
る
体
制

が
見
受
け
ら
れ
る
。
日
本
内
地
の
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
姦
通
罪
は
「
有
夫
ノ
婦
」
の
み
を
処
罰
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

夫
が
妻
以
外
に
妾
と
関
係
を
持
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
姦
通
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
重
婚
罪
は
重
ね
て
婚
姻
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関
係
を
結
ん
だ
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
台
湾
で
は
準
配
偶
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
妾
は
正
式
な
配
偶
者
で
は
な
い

た
め
に
、
夫
が
妾
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
重
婚
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
親
族
相
続
令
草
案
に
お
い
て
も
、「
妾
」

の
文
言
は
無
く
な
っ
た
も
の
の
、
夫
婦
間
の
離
婚
事
由
の
規
定
は
、
姦
通
を
め
ぐ
る
事
由
に
つ
い
て
は
夫
と
妻
と
で
は
別
々
に
規
定

す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
法
文
の
解
釈
で
は
依
然
と
し
て
夫
が
妾
を
有
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
が
企

図
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
に
お
い
て
は
一
夫
一
婦
制
を
建
前
と
し
つ
つ
も
、
妾
は
依
然
と
し
て
容
認
さ
れ
る
体
制

が
取
ら
れ
て
お
り
、
当
初
は
「
妾
」
の
文
言
を
草
案
等
に
明
記
す
る
こ
と
で
積
極
的
に
保
護
す
る
方
針
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、「
妾
」

の
文
言
を
明
記
し
な
い
な
が
ら
も
消
極
的
に
容
認
す
る
方
向
へ
と
転
換
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

で
は
、
当
時
の
日
本
内
地
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
法
文
上
で
は
一
夫
一
婦
制
が
原
則
と
し
て
採
用
さ
れ
「
妾
」

の
文
言
は
出
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
夫
の
蓄
妾
行
為
を
処
罰
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
夫
婦
間
で
の
離
婚
事
由
の
差

別
規
定
に
よ
り
、
妾
を
暗
黙
の
了
解
で
容
認
す
る
一
夫
一
婦
容
妾
制
が
取
ら
れ
て
い
た
点
で
は
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
比
較
法

史
の
視
点
か
ら
日
本
と
台
湾
の
妾
の
取
り
扱
い
を
見
る
な
ら
ば
、
夫
が
妾
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
妻
側
の
離
婚
請
求
に

関
す
る
裁
判
で
の
運
用
面
で
は
異
な
る
部
分
も
あ
れ
ば
、
台
湾
の
メ
デ
ィ
ア
で
展
開
さ
れ
た
蓄
妾
税
の
可
否
を
め
ぐ
る
論
議
等
で
は
、

日
本
や
中
国
、
満
洲
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
共
通
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
側
面
も
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
台
湾
に
お

け
る
法
文
上
で
の
妾
の
取
り
扱
い
を
見
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
台
湾
に
お
け
る
判
例
及
び
メ
デ
ィ
ア
で
の
妾
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い

て
は
、
別
稿
に
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

※�

本
稿
に
て
条
文
や
資
料
を
引
用
す
る
際
に
用
い
る
漢
字
は
新
字
を
原
則
と
す
る
。
但
し
、
台
湾
に
て
発
表
さ
れ
た
研
究
に
つ
い
て
は
繁

体
字
に
て
記
載
す
る
。
ま
た
、
引
用
箇
所
に
句
読
点
を
施
し
た
箇
所
も
あ
る
。



270

法学研究 98 巻 12 号（2025：12）

（
1
）　

拙
著
『
一
夫
一
婦
容
妾
制
の
形
成
を
め
ぐ
る
法
的
諸
相　

日
本
・
中
国
・
タ
イ
の
比
較
法
史
か
ら
の
展
望
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
一

八
年
。

（
2
）　

拙
稿
「
満
洲
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
立
法
状
況
の
点
描
」『
明
治
学
院
大
学
法
学
研
究
』
一
〇
五
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
五
―

一

四
八
頁
。

（
3
）　

初
期
の
頃
に
日
本
語
で
発
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
李
添
春
「
支
那
及
台
湾
に
於
け
る
妾
の
由
来
」『
農
林
経
済
論
考
』
第
二
輯

（
台
北
帝
国
大
学
理
農
学
部
農
業
経
済
学
教
室
研
究
資
料
第
二
三
号
）
出
版
年
不
明
、
一
七
九
―

一
八
九
頁
、
と
い
っ
た
研
究
も
あ
る
が
、

近
年
日
本
で
発
表
さ
れ
た
も
の
に
、
後
藤
武
秀
「
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
親
族
関
係
の
変
遷
―
妾
に
つ
い
て
―
」（『
東
洋
通
信
』
五

〇
巻
六
号
、
二
〇
一
三
年
）
や
、
同
「
日
本
統
治
時
期
台
湾
に
お
け
る
妾
に
関
す
る
判
決
の
社
会
へ
の
影
響
―
祭
祀
公
業
「
陳
悦
記
」
族

譜
の
分
析
を
通
し
て
―
」（『
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
五
二
号
、
二
〇
一
八
年
）
が
、
さ
ら
に
台
湾
の
法
院
の
裁
判
記

録
か
ら
妾
の
問
題
を
検
討
し
た
も
の
に
、
山
中
至
「
台
湾
覆
審
・
高
等
法
院
判
例
に
み
る
条
理
に
つ
い
て
」（『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
』
一

三
号
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。
ま
た
婚
姻
制
度
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
に
、
黄
嘉
琪
「
日
本
統
治
時
代
に
お
け
る
「
内
台
共
婚
」

の
構
造
と
展
開
」『
比
較
家
族
史
研
究
』（
二
七
号
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

　

台
湾
で
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、
王
泰
升
『
台
湾
日
治
時
期
的
法
律
改
革
（
修
訂
版
）』（
聯
經
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
や
、
同
『
台
湾

法
律
史
概
論
（
増
訂
七
版
）』（
元
照
出
版
、
二
〇
二
五
年
）
と
い
っ
た
一
連
の
研
究
に
て
日
本
統
治
下
に
お
け
る
台
湾
の
妾
の
法
的
問
題

に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
前
者
は
初
版
の
邦
訳
と
し
て
、
王
泰
升
著
、
後
藤
武
秀
・
宮
畑
加
奈
子
訳
『
日
本
統
治
時
期
台

湾
の
法
改
革
』
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
・
ア
ジ
ア
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
、
が
あ
る
。

　

ま
た
、
慣
習
と
の
関
連
か
ら
見
た
も
の
に
、
曾
文
亮
「
全
新
的
「
舊
慣
」：
總
督
府
法
院
對
臺
灣
人
家
族
習
慣
的
改
造
（
一
八
九
八
―

一
九
四
三
）」（『
臺
灣
史
研
究
』
一
七
巻
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
人
口
学
的
分
析
か
ら
は
、
張
孟
珠
・
楊
文
山
・
莊
英
章
「
日
治
時
期
新

竹
地
區
妾
婚
現
象
的
歷
史
人
口
學
分
析
」（『
人
文
及
社
會
科
學
集
刊
』
二
三
巻
二
号
、
二
〇
一
一
年
）、
李
慧
婷
「
以
日
治
時
期
戶
口
調

查
簿
初
探
大
甲
街
女
性
婚
姻
」（『
臺
灣
源
流
』
五
八
・
五
九
号
、
二
〇
一
二
年
）
等
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

英
文
文
献
と
し
て
は
、T

ay-sheng W
ang, Legal R

eform
 in T

aiw
an under Japanese Colonial R

ule, 1895-1945: T
he 

R
eception of W

estern Law
,  U

niversity of W
ashington Press, 2000., Y

un-Ru Chen, “Fam
ily Law

 and Politics in the 
O

riental Em
pire: Colonial Governance and its D

iscourses in Japan-Ruled T
aiw

an 

（1895-1945

）” in N
ational T

aiw
an 
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U
niversity Law

 R
eview

, V
ol. 14, N

o. 1, 2019., Y
un-Ru Chen &

 Sieh-Chuen H
uang, “Fam

ily Law
 in T

aiw
an: H

istorical 
Legacies and Current Issues” in N

ational T
aiw

an U
niversity Law

 R
eview

, V
ol. 14, N

o. 2, 2019.

等
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ

る
。

（
4
）　

後
藤
武
秀
『
台
湾
法
の
歴
史
と
思
想
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
七
五
頁
。
前
掲
（
註
3
）
後
藤
「
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け

る
親
族
関
係
の
変
遷
―
妾
に
つ
い
て
―
」
一
五
―

一
六
頁
。
前
掲
（
註
3
）
山
中
「
台
湾
覆
審
・
高
等
法
院
判
例
に
み
る
条
理
に
つ
い

て
」
二
八
―

二
九
頁
。
前
掲
（
註
3
）
王
『
台
湾
日
治
時
期
的
法
律
改
革
（
修
訂
版
）』
三
六
六
頁
。

（
5
）　

山
崎
丹
照
『
外
地
統
治
機
構
の
研
究
』
高
山
書
院
、
一
九
四
三
年
、
一
―

二
頁
。
清
宮
四
郎
『
外
地
法
序
説
』
有
斐
閣
、
一
九
四
四

年
、
三
頁
。

（
6
）　

姉
歯
松
平
「
本
島
人
の
み
に
関
す
る
親
族
法
竝
相
続
法
の
大
要
（
六
）」『
台
法
月
報
』
二
八
巻
四
号
、
一
九
三
四
年
、
四
三
頁
。
姉

歯
松
平
『
本
島
人
ノ
ミ
ニ
関
ス
ル
親
族
法
並
相
続
法
ノ
大
要
』
台
法
月
報
発
行
所
、
一
九
三
八
年
、
一
三
九
頁
。

（
7
）　

妻
と
妾
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
杵
淵
義
房
『
台
湾
社
会
事
業
史
』
徳
友
会
、
一
九
四
〇
年
、
四
六
七
―

四
七
一
頁
、
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
8
）　

姉
歯
松
平
「
台
湾
に
於
け
る
夫
妾
制
度
と
之
に
伴
ふ
効
果
に
就
て
（
一
）」『
台
法
月
報
』
二
四
巻
八
号
、
一
九
三
〇
年
、
五
五
頁
。

（
9
）　

姉
歯
松
平
「
台
湾
に
於
け
る
親
族
及
相
続
に
関
す
る
現
行
慣
習
の
大
要
」『
台
法
月
報
』
二
五
巻
一
一
号
、
一
九
三
一
年
、
二
二
頁
。

　

尚
、
筑
波
大
学
図
書
館
に
同
名
の
著
作
『
台
湾
ニ
於
ケ
ル
親
族
及
相
続
ニ
関
ス
ル
現
行
慣
習
ノ
大
要
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
著
者
・

出
版
社
は
不
明
で
、
出
版
年
は
一
九
二
九
年
と
み
ら
れ
る
が
、
内
容
面
で
は
姉
歯
の
当
該
論
稿
と
の
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
著
作
に
お
い
て
も
、「
妾
ハ
配
偶
者
デ
ハ
ナ
イ
ガ
配
偶
者
ニ
準
ス
ベ
キ
モ
ノ
」（
四
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

判
例
で
も
、「
妾
カ
夫
ノ
家
ニ
入
リ
其
家
族
ト
ナ
リ
、
夫
及
其
正
妻
、
夫
ノ
両
親
其
他
ニ
対
シ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
ル
ニ
ハ
、
夫
カ
之

ヲ
正
妻
ニ
準
シ
、
家
族
ノ
一
員
ト
シ
、
妾
ハ
其
意
ニ
従
ヒ
、
夫
及
其
家
族
ト
同
居
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
夫
ノ
家
族
モ
亦
妾
ヲ
其
家
族
ノ
一

員
ト
認
メ
、
同
居
ヲ
拒
ミ
得
サ
ル
関
係
ノ
下
ニ
存
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。」（
大
正
四
年
控
民
第
七
〇
六
号
［
一
九
一
六
年
七
月
一
日
判
決
］）

と
、
妾
は
正
妻
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。

（
11
）　

大
塚
勝
美
『
中
国
家
族
法
論　

歴
史
と
現
状
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
五
年
、
一
五
六
―

一
五
八
頁
。

（
12
）　

こ
の
「
日
本
」
の
範
囲
に
つ
き
、
伊
藤
博
文
は
「
我
カ
帝
国
ノ
版
図
、
古
ニ
大
八
島
ト
謂
ヘ
ル
ハ
淡
路
島
、
即
今
ノ
淡
路
秋
津
島
即



272

法学研究 98 巻 12 号（2025：12）

本
島
伊
予
ノ
二
名
島
即
四
国
筑
紫
島
即
九
州
壱
岐
島
津
島
津
島
即
対
馬
隠
岐
島
佐
渡
島
ヲ
謂
ヘ
ル
コ
ト
古
典
ニ
載
セ
タ
リ
。
景
行
天
皇
東

蝦
夷
ヲ
征
シ
西
熊
襲
ヲ
平
ケ
境
土
大
ニ
定
マ
ル
。
推
古
天
皇
ノ
時
、
百
八
十
余
ノ
国
造
ア
リ
。
延
喜
式
ニ
至
リ
六
十
六
国
及
二
島
ノ
区
画

ヲ
載
セ
タ
リ
。
明
治
元
年
陸
奥
出
羽
ノ
二
国
ヲ
分
チ
七
国
ト
ス
。
二
年
北
海
道
ニ
十
一
国
ヲ
置
ク
。
是
ニ
於
テ
全
国
合
セ
テ
八
十
四
国
ト

ス
。
現
在
ノ
境
土
ハ
実
ニ
古
ノ
所
謂
大
八
島
延
喜
式
六
十
六
国
及
各
島
並
ニ
北
海
道
沖
縄
諸
島
及
小
笠
原
諸
島
ト
ス
。」
と
記
し
て
い
る
。

伊
藤
博
文
『
帝
国
憲
法
義
解
』
国
家
学
会
、
一
八
八
九
年
、
三
頁
。

（
13
）　

イ
ギ
リ
ス
人
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
（W

illiam
 M

ontague H
am

m
ett K

irkw
ood

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
統
治

を
前
提
に
、
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
年
）
に
日
本
の
内
地
と
は
別
個
に
台
湾
の
統
治
を
行
う
構
想
を
示
し
て
い
る
。
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド

「
台
湾
制
度
、
天
皇
ノ
大
権
、
及
帝
国
議
会
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」
及
び
、
同
「
殖
民
地
制
度
」
伊
藤
博
文
編
『
台
湾
資
料
』
秘
書
類
纂
刊

行
会
、
一
九
三
五
年
、
七
八
―

一
〇
七
頁
及
び
、
一
〇
八
―

一
四
八
頁
。

（
14
）　

フ
ラ
ン
ス
人
の
ミ
シ
ェ
ル
・
ル
ボ
ン
（M

ichel Joseph Revon

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
対
す
る
統
治
方
法
に
依
拠

し
、
台
湾
を
日
本
の
一
部
に
含
め
て
統
治
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
ル
ボ
ン
「
遼
東
及
台
湾
統
治
ニ
関
ス
ル
答
議
」
前
掲
（
註
13
）
伊

藤
編
『
台
湾
資
料
』
三
九
九
―

四
〇
九
頁
。

（
15
）　

同
規
則
の
制
定
理
由
に
は
、「
本
島
久
シ
ク
清
国
政
府
ノ
治
下
ニ
在
テ
、
法
律
経
済
共
ニ
旧
慣
ノ
存
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
之
ガ
法
律
ニ

就
キ
観
ル
ニ
各
種
ノ
慣
習
法
律
ノ
各
部
ニ
亘
リ
テ
存
シ
、
就
中
土
地
ニ
関
ス
ル
権
利
ノ
如
キ
最
モ
乱
雑
ヲ
極
メ
、
又
親
族
相
続
ニ
関
ス
ル

規
則
ノ
如
キ
モ
到
底
内
地
一
般
ノ
法
規
ヲ
以
テ
律
ス
ベ
カ
ラ
ス
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
親
族
相
続
分
野
の
慣
習
調
査
の
必
要
性
が
意
識

さ
れ
て
い
た
。「
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
規
則
ヲ
定
ム
」『
公
文
類
聚
第
二
十
五
編　

明
治
三
十
四
年　

巻
三
』。

（
16
）　

妾
に
関
す
る
慣
習
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。『
台
湾
旧
慣
制
度
調
査
一
斑
』
臨
時
台
湾
土
地
調
査
局
、

一
九
〇
一
年
。『
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
第
一
部
調
査
第
二
回
報
告
書　

第
二
巻　

上
・
下
』
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
一
九
〇
七
年
。

『
台
湾
私
法　

臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
第
一
部
調
査
第
三
回
報
告
書　

第
二
巻　

上
・
下
』
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
一
九
一
一
年
。
手

島
兵
次
郎
編
『
台
湾
慣
習
大
要　

全
』
台
法
月
報
発
行
所
、
一
九
一
三
年
。『
親
族
相
続
ニ
関
ス
ル
台
湾
慣
習
』
台
湾
総
督
官
房
法
務
課
、

一
九
三
〇
年
。

（
17
）　
「
旧
慣
研
究
問
答
録
《
台
北
に
於
け
る
旧
慣
》」『
台
湾
慣
習
記
事
』
二
巻
一
二
号
、
一
九
〇
二
年
、
二
九
頁
。

（
18
）　
「
第
二
十
二
回
台
中
地
方
有
志
旧
慣
諮
問
会
筆
記
」『
台
湾
慣
習
記
事
』
三
巻
一
二
号
、
一
九
〇
三
年
、
三
四
―

三
五
頁
。
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（
19
）　
「
第
十
四
回
台
南
地
方
慣
習
研
究
会
筆
記
」『
台
湾
慣
習
記
事
』
四
巻
一
〇
号
、
一
九
〇
四
年
、
三
五
頁
。

（
20
）　
『
明
治
三
十
八
年　

臨
時
台
湾
戸
口
調
査
顚
末
』
台
湾
総
督
府
官
房
統
計
課
、
一
九
〇
八
年
、
四
六
頁
。

　

こ
の
理
由
に
つ
き
、
中
国
に
お
け
る
蓄
妾
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
本
島
ニ
於
テ
モ
亦
蓄
妾
ノ
風
ア
リ
。
支
那
法
ニ
於
ケ
ル
ト
等

シ
ク
之
ヲ
妻
ニ
準
シ
、
夫
ノ
家
属
ニ
シ
テ
夫
ト
親
族
関
係
ヲ
有
ス
ル
ハ
勿
論
、
夫
ノ
宗
族
ト
親
族
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
、

且
妾
ハ
之
ヲ
買
断
ス
ル
ノ
習
慣
ニ
シ
テ
、
一
旦
妾
ト
為
リ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
実
家
ト
ノ
親
族
関
係
ヲ
断
チ
実
家
ノ
家
族
ニ
非
ス
ト
為
ス
カ
故

ニ
、
之
ヲ
旧
慣
ト
現
状
ニ
鑑
ミ
、
本
島
人
中
漢
人
種
族
及
清
国
人
ニ
就
テ
ハ
之
ヲ
家
族
ト
為
セ
リ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
明
治
三
十
八

年　

臨
時
台
湾
戸
口
調
査
記
述
報
文
』
臨
時
台
湾
戸
口
調
査
部
、
一
九
〇
八
年
、
四
八
六
頁
。

（
21
）　
「
本
島
人
カ
妾
ト
婚
姻
届
出
タ
ル
ト
キ
取
扱
方
続
柄
記
載
方
疑
義
ノ
件
」『
台
湾
戸
口
事
務
捷
径
』
台
北
州
警
務
部
保
安
課
、
一
九
二

六
年
、
一
二
七
頁
。

　

ま
た
、『
台
湾
戸
口
事
務
捷
径
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
各
種
届
書
記
載
例
に
は
「
妾
婚
姻
ノ
例
」
が
、
戸
口
簿
記
載
例
に
は
「
妾
婚
姻

ノ
例
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
書
、
三
三
四
頁
及
び
三
八
九
頁
。

（
22
）　

日
本
で
は
明
治
初
期
に
は
刑
法
草
案
が
編
ま
れ
た
際
に
妾
を
親
属
に
含
め
る
か
否
か
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
中
国
で
も
一
九

一
四
年
に
定
め
ら
れ
た
暫
行
刑
律
補
充
条
例
に
よ
り
妾
を
親
属
の
一
員
と
し
て
法
的
に
認
め
て
い
る
。
詳
細
は
、
前
掲
（
註
1
）
拙
著

『
一
夫
一
婦
容
妾
制
の
形
成
を
め
ぐ
る
法
的
諸
相　

日
本
・
中
国
・
タ
イ
の
比
較
法
史
か
ら
の
展
望
』
四
六
―

五
七
頁
、
及
び
一
一
八
―

一
二
三
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）　
「
刑
法
適
用
上
ニ
於
ケ
ル
本
島
人
間
ノ
親
族
範
囲
」（
Ｒ
―

一
二
・
Ｃ
―

〇
〇
三
二
）。

（
24
）　

同
右
、
六
頁
。

（
25
）　

同
右
、
二
六
頁
。

（
26
）　

概
説
書
に
つ
い
て
は
、
長
尾
景
徳
『
台
湾
刑
事
法
大
意
』
文
明
堂
書
店
、
一
九
二
六
年
、
に
依
拠
し
た
。

（
27
）　

谷
野
格
『
台
湾
新
民
事
法
』
台
湾
時
報
発
行
所
、
一
九
二
三
年
、
六
七
―

六
八
頁
。

（
28
）　
『
本
島
人
ノ
親
族
相
続
慣
習
ノ
概
要
』
台
湾
総
督
府
財
務
局
、
一
九
三
六
年
、
六
頁
。
前
掲
（
註
6
）
姉
歯
『
本
島
人
ノ
ミ
ニ
関
ス

ル
親
族
法
並
相
続
法
ノ
大
要
』
二
六
頁
及
び
三
二
頁
。

（
29
）　

前
掲
（
註
26
）
長
尾
『
台
湾
刑
事
法
大
意
』
一
〇
八
頁
。
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（
30
）　

草
案
は
三
種
類
確
認
さ
れ
て
い
る
。
第
一
草
案
は
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
年
）
一
二
月
に
編
ま
れ
た
「
台
湾
親
族
相
続
法
第
一

草
案
」
で
あ
る
。
第
二
草
案
か
ら
は
名
称
が
変
更
さ
れ
、「
台
湾
親
族
相
続
令
第
二
草
案
」
は
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
年
）
七
月
に
、

「
台
湾
親
族
相
続
令
第
三
草
案
」
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
七
月
に
編
ま
れ
た
。
第
一
草
案
及
び
第
三
草
案
は
条
名
が
通
し
番
号
と

な
っ
て
い
る
が
、
第
二
草
案
の
第
一
編
の
親
族
編
は
条
名
が
章
ご
と
に
振
ら
れ
て
い
る
。

（
31
）　
「（
第
一
篇　

親
族　

京
都
会
議
案
）
四
四
年
夏
―
四
五
年
初
編　

第
一
前
案
ノ
一
（
最
初
案
）
四
五
年
一
月
―
二
月
京
都
会
議
案
」

（
Ｒ
―

一
二
・
Ｃ
―

〇
〇
三
〇
）。「（
第
一
編　

親
族　

修
正
案
）
第
一
前
案
ノ
二　

四
五
年
一
月
―
二
月
会
議
結
果
修
正
案
」（
Ｒ
―

一

二
・
Ｃ
―

〇
〇
三
〇
）。

（
32
）　

但
し
、
正
式
な
配
偶
者
で
は
な
く
、
準
配
偶
者
た
る
妾
と
関
係
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
重
婚
の
禁
止
規
定
と
は
抵
触
し
な
か
っ
た
模

様
で
あ
る
。
実
際
、
後
年
に
出
版
さ
れ
た
内
地
の
民
法
の
規
定
と
台
湾
の
慣
習
を
比
較
し
た
著
作
に
お
い
て
も
、「
蓄
妾
ノ
慣
習
存
シ
、

男
ト
妾
ト
ノ
相
互
ノ
間
ニ
準
配
偶
者
ノ
関
係
ヲ
生
ス
ル
モ
、
所
謂
配
偶
者
ハ
正
夫
婦
ノ
間
ニ
存
シ
テ
、
一
夫
一
妻
ノ
制
ハ
最
モ
厳
格
ニ
行

ハ
ル
。」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
台
湾
総
督
官
房
法
務
課
員
編
『
民
法
対
照
台
湾
人
事
公
業
慣
習
研
究　

附
関
係
高
等
法
院
判
例
』
台

法
月
報
発
行
所
、
一
九
三
一
年
、
一
〇
七
頁
。

（
33
）　

第
六
〇
条
第
四
号
の
文
言
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
、「
配
偶
者
カ
偽
造
、
賄
賂
、
猥
褻
、
窃
盗
、
詐
欺
及
恐
喝
、
横
領
、
贓
物

ニ
関
ス
ル
罪
若
ク
ハ
刑
法
第
百
八
十
六
条
及
ヒ
第
百
八
十
七
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
罪
ニ
因
リ
テ
懲
役
又
ハ
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
、
又
ハ

其
他
ノ
罪
ニ
因
リ
テ
懲
役
三
年
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
。」
と
な
っ
た
。

（
34
）　
『
台
湾
親
族
相
続
令
第
二
草
案
』
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
一
九
一
二
年
、
五
頁
。

（
35
）　

大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）
八
月
に
記
さ
れ
た
文
書
で
も
、
親
族
相
続
令
に
て
改
め
た
慣
習
と
し
て
妾
の
身
分
を
認
め
な
か
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
「
畜マ

マ

妾
ハ
今
日
ニ
於
テ
ハ
、
単
ニ
従
来
ノ
遺
習
ヲ
継
続
ス
ト
云
フ
ニ
過
キ
ス
。
富
豪
ノ
男
子
カ
自
己
ノ
情

欲
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
ノ
外
ニ
何
等
ノ
必
要
ア
ル
ナ
シ
。
如
其
悪
俗
ハ
之
ヲ
法
律
上
ニ
認
メ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「（
親
族
相
続
令
に
於
け
る
慣
習
の
改
廃
点
）（
第
三
審
査
会
議
案
説
明
）」（
Ｒ
―

一
二
・
Ｃ
―

〇
〇
三
二
）。

（
36
）　
『
台
湾
民
事
令
台
湾
親
族
相
続
令
ニ
関
ス
ル
立
法
理
由
概
要
』
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
発
行
年
不
明
、
三
頁
。

（
37
）　
『
第
壱
回
台
湾
総
督
府
評
議
会
会
議
録
』
台
湾
総
督
府
評
議
会
、
一
九
二
一
年
、
五
六
頁
。

（
38
）　
『
第
弐
回
台
湾
総
督
府
評
議
会
会
議
録
』
台
湾
総
督
府
評
議
会
、
一
九
二
一
年
、
一
五
〇
頁
。
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（
39
）　
「
慣
習
ト
民
法
ノ
対
照
」
前
掲
（
註
21
）『
台
湾
戸
口
事
務
捷
径
』
二
六
六
―

二
六
七
頁
。

（
40
）　

同
右
、
二
七
一
頁
。

（
41
）　

前
掲
（
註
9
）
姉
歯
「
台
湾
に
於
け
る
親
族
及
相
続
に
関
す
る
現
行
慣
習
の
大
要
」
二
四
―

二
五
頁
。
前
掲
（
註
9
）『
台
湾
ニ
於

ケ
ル
親
族
及
相
続
ニ
関
ス
ル
現
行
慣
習
ノ
大
要
』
五
―

六
頁
。

（
42
）　

同
右
、
姉
歯
「
台
湾
に
於
け
る
親
族
及
相
続
に
関
す
る
現
行
慣
習
の
大
要
」
二
九
頁
。
同
右
、『
台
湾
ニ
於
ケ
ル
親
族
及
相
続
ニ
関

ス
ル
現
行
慣
習
ノ
大
要
』
九
頁
。

（
43
）　

朝
鮮
総
督
府
取
調
局
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
出
版
社
不
明
、
一
九
一
二
年
、
二
七
二
頁
。




